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福山市農地情報提供事業の概要 

１ 目的 

農地を「貸したい」という情報を一箇所に集め、借りたい方へ繋ぐことにより、農地の 

貸し借りを促進し、農地の効率的な利用と、耕作放棄地の増加の防止を図るものです。 

    

   ２ フロー図 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③相談 

（農地情報利用申請書の提出） 

農地の貸し借りを促進します 

（農地情報提供事業） 

市では農地の効率的な利用促進と耕作放棄地化の防止を図るため、農地情報提供事業を

実施しています。 

同事業は、高齢や労力不足などで耕作ができなくなった農地の情報を登録し、農地を借

りたい方へその情報を提供するものです。 

農地を借りたい方は、農業振興課へご相談ください。 

また、農地を貸したい方は、農業振興課、農業委員会事務局（松永・北部・神辺・沼隈

の各出張所を含む）、ＪＡ福山市（組合員課・各グリーンセンター）で登録を受け付けてい

ますので、お気軽にご相談ください。。 

【相談窓口】 

農業振興課 （電話：０８４－９２８－１１７７） 

農業委員会事務局(各出張所含む) 

福山市農業協同組合:営農経済部組合員課・各グリーンセンター  

農地を貸したい 

①申し出 

（農地情報確認票の提出） 

相談窓口 

（以下に記載） 

②貸し手からの 

申し出を受理 

農業振興課 

・農地情報を登録 

・受け手から相談

があった場合に 

農地情報を提供 

 

貸し手 

受け手 

農地を借りたい 

⑤ 貸し手・受け手で協議の上、 

農地中間管理機構を通じた手続き 

又は農地法第３条許可による農地貸借 

④ 情報提供及び調整 


